
川崎市地域包括支援センターの設置等に関する要綱 
 

                         平成１８年３月３１日 
                       １７川健高在第１１４９号 
                           健康福祉局長専決 

 
（目的） 
第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第  
 １１５条の４６第１項に規定する地域包括支援センターの設置に係る届出等につい 
 て、法及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「施行規則」と

いう。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。 
（設置の届出） 
第２条 法第１１５条の４６第３項の規定による届出は、地域包括支援センター設置 

の届出書（第１号様式）により行うものとし、施行規則第１４０条の６５第１項第４ 
号及び第５号並びに同条第２項に規定する書類のほか、次の書類を添付しなければな 
らない。 
(1) 地域包括支援センターの届出に係る記載事項（付表） 
(2)  地域包括支援センター職員配置状況（別紙１） 
(3) 事業所（施設）の平面図（別紙２） 
(4) 職員の経歴書（別紙３） 
(5) 職員の資格を証する免許証及び登録証明証の写し 
(6) その他必要な書類 

（変更の届出） 
第３条 法第１１５条４６第１１項において準用する法第６９条の１４第２項の規定 

による変更及びその他の事項に関する変更の届出は、変更届（第２号様式）により行 
うものとし、別表に定められた書類を添付しなければならない。 

（廃止の届出） 
第４条 地域包括支援センターの設置者（法第１１５条の４７第１項の規定による委託

を受けた者に限る。）は、当該地域包括支援センターを廃止するときは、廃止日の１

月前までに、地域包括支援センター廃止届出書（第３号様式）により市長に届け出な

ければならない。 
（公示） 
第５条 法第１１５条４６第１１項において準用する法第６９条の１４第１項の規定 

による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 
(1) 地域包括支援センターの設置者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 
 及び住所 



 (2) 地域包括支援センターの名称及び所在地 
 (3) 設置年月日 
２ 法第１１５条４６第１１項において準用する法第６９条の１４第２項の規定によ 

る公示は、次に掲げる事項について行うものとする。 
(1) 地域包括支援センターの設置者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 
 及び住所 

 (2) 変更前後の地域包括支援センターの名称又は所在地 
 (3) 変更年月日 
３ 市長は、前条の規定による届出があったときは、次の事項について公示を行わなけ

ればならない。 
(1) 地域包括支援センターの設置者及び主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名 
 及び住所 
(2) 廃止する地域包括支援センターの名称及び所在地 

 (3) 廃止年月日 
（委任） 
第６条 この要綱に規定するもののほか、地域包括支援センターの設置等に必要な事項

は、健康福祉局長が別に定める。 
 
 附 則 

１ この要綱は、平成１８年３月３１日から施行する。 

２ この要綱は、平成２８年４月１日から施行する。 

附 則 （令和３年６月１５日・３川健地推第５８１号・局長専決） 

（施行期日） 

本要綱は、令和３年７月１日から施行する。 

 附 則 （令和６年１０月３日・６川健地推第号・局長専決） 
（施行期日） 
本要綱は、令和６年１０月３日から施行し、令和６年４月１日から適用する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



別表 
変更事項 必要な書類 

センターの名称 

・地域包括支援センターの届出に係る記載

事項（付表） 
・定款・寄付行為及びその登記事項証明書

等の写し（当該事業に関するものに限

る）等確認できる書類 

センターの所在地 

・地域包括支援センターの届出に係る記載

事項（付表） 
・事業所（施設）の平面図（別紙２） 
・定款・寄付行為及びその登記事項証明書

等の写し（当該事業に関するものに限

る）等確認できる書類 

・賃貸借契約書（賃貸借物件の場合） 
届出者の主たる事務所の所在地 

・定款・寄付行為及びその登記事項証明書

等の写し（当該事業に関するものに限

る） 

代表者の氏名 

定款・寄付行為及びその登記事項証明書等

（当該事業に関するものに限る） 
センターの平面図 ・事業所（施設）の平面図（別紙２） 

従事職員の変更 

・地域包括支援センター職員配置状況（別

紙１） 
・職員の経歴書（別紙３） 
・職員の資格を証する免許証及び登録証明

証の写し 
・その他必要な書類 

従事職員の職種及び氏名 

・地域包括支援センター職員配置状況（別

紙１） 
・職員の資格を証する免許証及び登録証明

証の写し 
・その他必要な書類 

営業日及び営業時間 
・定款・寄付行為及びその登記事項証明書

等の写し（当該事業に関するものに限

る）、運営規定等確認できる書類 
 


